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た
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に
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に
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別
紙
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弁
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を
送
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る
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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
邦
人
が
拘
束
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
本
年
十
一
月
七
日
、
山
路
徹
（
本
名
松
本
徹
）
氏
が
、
タ
イ
王
国
（
以
下
「
タ
イ
」
と
い
う
。
）
の
メ

ソ
ッ
ト
か
ら
国
境
の
川
を
渡
り
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
に
不
法
に
入
国
し
た
疑
い
で
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
の
ミ
ャ
ワ
デ
ィ
に
お
い
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
警
察
当
局
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
事
情
聴
取
を
受
け
て
い
た
が
、
同
月

九
日
、
拘
束
を
解
か
れ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ミ
ャ
ワ
デ
ィ
か
ら
タ
イ
の
メ
ソ
ッ
ト
に
到
着
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
山
路
徹
（
本
名
松
本
徹
）
氏
拘
束
の
情
報
を
把
握
し
た
本
年
十
一
月
七
日
、
外
務
本
省
か
ら
在
京
ミ
ャ

ン
マ
ー
大
使
館
に
対
し
、
ま
た
、
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
日
本
国
大
使
館
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
外
務
省
に
対
し
、
同
氏
拘
束
の
理
由
を

照
会
す
る
と
と
も
に
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
、
同
氏
身
柄
の
安
全
確
保
、
領
事
面
会
の
早
期
実
施
等
に
つ
い
て
申
入
れ
を

行
っ
た
。
ま
た
、
同
月
八
日
以
降
も
様
々
な
機
会
を
と
ら
え
て
、
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
日
本
国
大
使
館
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に

対
し
、
同
様
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
同
月
九
日
、
同
氏
の
拘
束
が
解
か
れ
た
た
め
、
領
事
面
会
は
実
施
し
て

い
な
い
。


